
1 1 外科後処置費

外科後処置により障害（補償）給付の原因である障害によって喪失した労働能力を回復し、又は醜
状を軽減し得る見込みのある者等に対し、実施医療機関において手術その他の医療等の給付を行
うもの。
　また、外科後処置のため通院に要する費用を支給するもの。

54,951 60,601 5,650 110.28% 82.5% Ａ

2 2 義肢等補装具支給経費
義肢等補装具業者との契約により義肢等補装具を注文、製作等した場合において、その費用を被
災労働者本人又は委任された義肢等補装具業者に対し支給。また、義肢等補装具の採型等に要す
る旅費を支給。

2,957,881 2,979,074 21,193 100.72% 99.6% Ａ

3 3 特殊疾病アフターケア実施費

症状固定後も後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれのあるせ
き髄損傷、精神障害等の20傷病を対象として、医療機関での診察、保健指導、薬剤の支給及び検
査等の必要な措置を行う。
　また、アフターケアのための通院に要する費用を支給する。

3,831,287 3,837,299 6,012 100.16% 88.0% Ａ

4 4 社会復帰特別対策援護経費
振動障害者等支給対象者に対し、就職準備金その他移転等に要する費用や、職場転換等を行った
当該労働者の賃金助成、訓練、講習の費用等を支給する。 347,776 342,939 ▲ 4,837 98.61% 86.4% Ａ

5 5
障害者職業能力開発校施設整備
費

　業務上負傷し、身体障害となった者の早期社会復帰を図るため、これらの者に対して職業に必要
な技能・知識を習得させ、又は向上させるために、障害者職業能力開発校の訓練科及び施設の整
備を行う。

735,719 1,256,941 521,222 170.85% 87.2% 次回

6 6
CO中毒患者に係る特別対策事業
経費

　「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」第11条に基づき、CO中毒患者の特性
を十分に考慮した診療体制等の整備を行う。 469,029 480,570 11,541 102.46% 100.0% Ａ

7 7
独立行政法人労働者健康安全機
構運営費

　療養施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援
助を行うための施設の設置及び運営等を行うとともに、事業場における災害の予防に係る事項並び
に労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病
に係る事項に関して臨床で得られた知見を活用しつつ、総合的な調査及び研究並びにその成果の
普及を行う。

9,646,667 10,195,027 548,360 105.68% 105.8% 次回

- - - - -

(294,861,339) (299954974) (509,3635) (101.73%) 97.2%

7-2
（医療リハビリテーションセンターの
運営）

被災労働者であってリハビリテーションの対象である者、健康保険その他の社会保険の患者及び社
会保障関係の患者に対する総合的な診療及びリハビリテーション、労働基準監督署長の委託を受
け労働者の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る認定検査、リハビリテーション医学
の臨床的研究、身体機能のリハビリテーション工学的研究等リハビリテーション対象者の社会復帰
に関する研究を行う。

339,839 486,882 147,043 143.27% 123.4% 次回

7-3 （総合せき損センターの運営）

労働災害等による外傷により脊椎、せき髄に重度の障害を被った労働者に対し、受傷直後から一貫
したチーム医療を実施するとともに、高度かつ専門的な医療水準の治療及び医学的リハビリテー
ションを行い、早期の職場・自宅復帰を図るため、総合せき損センター（２箇所）を設置して運営を行
う。また、せき髄損傷者等に関するリハビリテーション医学の臨床的研究、日常生活用具の開発研
究等せき髄損傷者等の社会復帰に関する研究を行うほか、労働基準監督署長の委託を受け、労働
者の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る認定検査を行う。

479,681 522,511 42,830 108.93% 117.3% 次回

7-4 （産業殉職者慰霊事業） 業務災害又は通勤災害による殉職者の御霊を合祀するため、高尾みころも霊堂を設置・運営する。 51,234 59,622 8,388 116.37% 120.8% 次回
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全国に29有する労災病院で労災病院ネットワークを形成し、労災疾病等に関する予防から治療、リ
ハビリテーション、職場復帰に至る一貫した高度・専門的医療の提供を行う。（労災病院の運営）

（単位：千円）
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次回

参考１
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7-5
（治療就労両立支援センターの運
営）

全国９箇所に治療就労両立支援センターを設置し、作業態様と疾病の発症との因果関係の情報収
集及び調査研究、勤労者に対する健康相談及び指導（①作業関連疾患の発症の予防及び増悪の
防止②傷病による休業等からの職場復帰③治療と就労の両立）に係る事例の収集・集積等を実施
する。

934,031 1,131,275 197,244 121.12% 118.1% 次回

7-6
（労働安全衛生総合研究所の運
営）

プレス、木材加工機械等による労働災害、建設業における足場の倒壊、墜落、土砂崩壊による労働
災害、化学設備等における爆発火災災害、感電災害等を防止するための産業安全面の調査及び研
究及び職業性疾病、メンタルヘルス、健康保持増進、有害物質を除去するための局所排気装置等
に関する労働衛生面の調査及び研究を行う。

1,873,134 1,966,213 93,079 104.97% 101.4% 次回

7-7
（日本バイオアッセイ研究センター
の運営）

化学物質による職業がんの防止を図るため、発がん性試験等を計画的に実施し、化学物質の有害
性の有無を明らかにする。 1,017,724 1,056,354 38,630 103.80% 101.4% 次回

8
（独立行政法人労働者健康安全機
構施設整備費）

　療養施設（労災病院を除く）の整備等を行う。 3,002,274 2,608,954 ▲ 393,320 86.90% 91.7% 次回

8 9
労災疾病臨床研究事業費補助金
事業

　認定基準が確立されていない疾病や鑑別・判断が困難な疾病に係る診断方法及び診断技術に係
る臨床研究、放射線業務従事者の健康影響に係る疫学研究、過労死防止対策推進法に基づく調査
研究などについて、広く研究者を募り、当該研究事業を補助することにより、新しい知見を見いだし、
診断等における技術水準の向上を図る。

1,111,571 1,111,605 34 100.00% 99.7% Ｂ

9 10
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症
に関する特別措置法に基づく介護
料支給費

　炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関し、一酸化炭素中毒症にかかった労働者に対して特別な
援護措置として介護料の支給を行う。 6,569 7,624 1,055 116.06% 82.3% Ａ

10 統合

11 （労災就労保育援護経費）
　（１）労災年金受給者に対し当該家族の就労のため、未就学児を幼稚園、保育所等に預ける必要
がある場合にその保育に要する経費の支給を行う。 70,881 67,084 ▲ 3,797 94.64% 89.6% Ａ

12 （労災就学援護経費）
　労災年金受給者及びその子弟で学校教育法第１条に規定する学校等に在学する場合であって学
費の支弁が困難と認められる者に対して労災就学援護費の支給を行う。 2,721,509 2,672,168 ▲ 49,341 98.19% 89.9% Ａ

11 13
社会復帰促進等事務費
（旧社会復帰相談員等設置費）

　社会復帰促進等事業を円滑かつ適正に実施するため各種検討会を実施する。 800,469 8,410 ▲ 792,059 1.05% - Ａ

12 14 労災ケアサポート事業経費
　在宅で介護、看護等が必要な労災重度被災労働者等に対して、労災疾病に関する専門的な知識
を有する看護師等による訪問支援等を実施する。 448,500 456,805 8,305 101.85% 100.0% Ａ

13 15 休業補償特別援護経費
　労働基準法第76条に基づき使用者が行う休業３日目までの休業補償について、事業場の廃止
等、やむをえない事由で受けることができない被災者に対し、休業補償３日分相当額を支給する。 1,682 1,555 ▲ 127 92.45% 71.7% Ａ

労災就学等援護経費
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14 16 長期家族介護者に対する援護経費
　要介護状態にある重度被災労働者が業務外の事由により死亡した場合に長期にわたり介護に当
たってきた遺族に対して、遺族の生活の激変を緩和し自立した生活への援助を行う観点から生活転
換援護金（一時金100万円）を支給する。

37,000 34,000 ▲ 3,000 91.89% 59.5% Ｃ

15 統合

17 （労災特別介護施設設置費）
　在宅で介護を受けることが困難な高齢労災重度被災労働者に対して、その傷病・障害の特性に応
じた専門的施設介護サービスを提供するための労災特別介護施設の整備・修繕を行う。 548,079 550,527 2,448 100.45% - Ａ

18 （労災特別介護援護経費）
　在宅で介護を受けることが困難な高齢労災重度被災労働者に対して、その傷病・障害の特性に応
じた専門的施設介護サービスを提供する労災特別介護施設の運営を行う。 1,932,205 1,925,192 ▲ 7,013 99.64% 100.0% Ｂ

16 19
労災診療被災労働者援護事業補
助事業費

　労災指定医療機関において被災労働者への診療（国による被災労働者に対する現物給付）に要し
た費用が国から労災指定医療機関に支払われるまでの間の当該費用に相当する額について、（公
財）労災保険情報センターが行っている当該医療機関への無利子貸付事業に対して補助を行う。

3,578,536 3,054,044 ▲ 524,492 85.34% 100.0% Ａ

17 20 労災援護金等経費
　労災保険制度に打切補償制度が存在した時期に打切補償費の支給を受けたために、労働者災害
補償保険法の規定による保険給付を受けることができない被災労働者の援護を図るため、療養に
要した費用、入院・通院費用、介護費用を支給する。

5,510 5,010 ▲ 500 90.93% - -

18 統合

21 （過労死等援護事業実施経費）

　「過労死等防止対策推進法」及び同法に基づき策定された「過労死等の防止のための対策に関す
る大綱」を踏まえ、過労死等の防止のための活動を行う民間団体の支援を行うため、被災労働者の
遺族の援護の観点から、過労死として認定された労働者の遺児等を対象とした交流会を外部委託
により実施する。

12,596 12,945 349 102.77% 77.4% Ａ

36 （過労死等防止対策推進経費）

　「過労死等防止対策推進法」及び同法に基づき策定された「過労死等の防止のための対策に関す
る大綱」を踏まえ
①過労死等に関する調査研究
②過労死等を防止することの重要性について国民の関心と理解を深めるための周知・啓発
③国民の過労死等防止対策の重要性に対する関心と理解を深めるための「過労死等防止対策推
進シンポジウム」
を実施する。

257,735 243,642 ▲ 14,093 94.53% 85.4% Ａ

19 統合

22 （労働安全衛生等事務費） 　労働安全衛生行政を執行するにあたって必要となる事務補助等に要する経費である。 223,665 223,209 ▲ 456 99.80% - Ａ

労災特別介護施設運営費・設置経費

過労死等防止対策推進事業

安全衛生啓発指導等経費
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24-1 （安全衛生啓発指導等経費）
　事業者及び労働者の安全衛生意識の普及高揚を図るための表彰等の実施や災害防止活動を効
果的に促進させるため指導、安全衛生教育等を行うとともに、効率的に指導を行うため、職員に対す
る研修、被服等の整備を行う。

523,996 595,348 71,352 113.62% - Ａ

24-2
（安全衛生啓発指導等経費
（技能講習修了証明書発行等一元
管理事業））

　「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令」第24条但書に規定す
る指定機関として、登録教習機関の自主的な情報提供に基づき登録教習機関から技能講習修了者
の帳簿を引き受け、これを管理し、労働安全衛生法規則第82条第３項及び第４項の規定に基づき、
申請者に対し、技能講習を修了したことを証する書面の交付等を行う。

119,841 122,060 2,219 101.85% 86.2% Ａ

24-3
（安全衛生啓発指導等経費
（職場の安全衛生情報の周知・意
識啓蒙事業））

　事業場が自主的に安全衛生対策に取り組めるよう災害統計や過去の災害やヒヤリハット事例、化
学物質等の必要な情報を、「職場のあんぜんサイト」を通じて提供する。また、既に自主的な対応を
進めている事業場の参画を得て、安全対策や活動の実例を業種や企業を超えて共有化することに
より、事業場の安全意識を高める。

52,769 53,746 977 101.85% 99.5% Ａ

45 （特別安全衛生指導等経費）
　火災、爆発等の重大災害や科学的・技術的に解明が困難な災害等の原因を総合的に調査し同種
災害を繰り返さないための防止対策の検討に活用するための調査を行う。 45,771 46,056 285 100.62% - Ａ

57
（安全衛生施設整備費）
バイオアッセイ研究センター以外

安全衛生教育に従事する指導員の養成等を行うために設置された大阪安全衛生教育センター等に
ついて修繕等を行う。 206,512 740,671 534,159 358.66% - -

20 23
安全衛生に関する優良企業を評
価・公表する制度の推進

企業等からの申請に基づき、安全衛生水準の高い企業等を客観的な指標で評価・認定し、公表す
ること等により、企業の安全衛生へのより積極的な取組を促進するとともに、安心して就職し、働け
る良好な労働環境が確保されている企業等の情報を求職者等に共有する。本年度は若者等求職者
向けの周知（セミナー開催等）に重点を置き実施する。

41,711 37,071 ▲ 4,640 88.88% 48.4% Ｂ

21 25
安全衛生分野における国際化への
的確な対応のための経費

　ＡＳＥＡＮ諸国及び日本、中国、韓国の政府機関によるネットワークである「ＡＳＥＡＮ－ＯＳＨＮＥＴ＋
３」や国際労働機関（ＩＬＯ)の開催する国際会議、セミナー等に参加して、労働安全衛生分野におけ
る的確な国際化への対応を図る。

8,011 8,076 65 100.81% - Ａ

22 統合

22 26-1
（職業病予防対策の推進
（緊急作業従事者の被ばく管理対
策等））

　技術革新の進展に伴う新原材料等の採用による新しい職業病の発生等に対処するための総合的
な委員会を開催し、適正な職業病予防対策の推進を図る。
　東電福島第一原発緊急作業従事者の被ばく管理徹底のため、第一原発の作業届について、被ば
く防護措置が適切であるか確認するとともに、立ち入り調査等適切な指導等を実施する。
　緊急作業従事者の作業内容、被ばく線量等に関するデータベースの運用を行うとともに、緊急作
業に従事した者の健康相談及び保健指導を実施する。また、一定の被ばく線量を超えた離職者等
に対する健康診断等を実施する。

371,209 513,808 142,599 138.41% 76.5% Ａ

職業病予防対策の推進（東電福島第一原発）
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26-2

（職業病予防対策の推進
（東電福島第一原発・除染作業者
の放射線関連情報の国際発信の
強化））

　東電福島第一原発作業者や除染作業者の放射線被ばく状況やその対策について、国際機関等
が作成する報告書等では事実誤認や厚生労働省の見解とは相容れない記載が見られるなど、必ず
しも正しく認識されていない状況であることから、作業者の放射線被ばく状況やその対策に関連する
情報を英訳し、厚生労働省の英語版ホームぺージのほか、世界保健機関（WHO）や国際労働機関
（ILO）などの国際機関への情報提供や国連機関の駐在事務所を通じた国際発信等を実施する。

16,547 16,802 255 101.54% 78.1% Ａ

26-3
（職業病予防対策の推進
（東電福島第一原発の被ばく線量
低減対策の強化））

　被ばく線量低減に関する専門家によるチームを組織し、効果的な被ばく低減措置の検討及び好事
例の収集とその周知を行うとともに、元請事業者が作成する施工計画に対する助言を行う。さらに、
元請事業者の施工計画の作成者、作業現場での作業指揮者に対して、被ばく低減措置の実施に係
る必要な教育を実施する。

40,982 41,418 436 101.06% 77.1% Ａ

23 統合

27 （じん肺等対策事業）

　不可逆性の疾病であるじん肺に対する適切な診断、治療技術の向上等を図るとともに、石綿業務
等有害な業務に従事し離職した労働者等に対して健康管理手帳を交付し、特殊健康診断を実施す
る。
　また、石綿含有建築物の解体作業に従事する労働者の石綿による健康被害を生じさせないよう、
石綿障害予防規則等に基づき、当該作業にかかる適切な石綿ばく露防止対策の履行を図る。

1,597,994 2,279,941 681,947 142.68% 87.6% Ａ

31
（石綿障害防止総合相談員等設置
経費）

　労働者の石綿による健康障害を防止するため、石綿障害防止総合相談員及び石綿届出等点検指
導員を設置し、労働者の石綿による健康障害を防止するための相談、石綿含有建築物の解体等に
ついての届出の審査や事業者への指導を行う。

326,567 0 ▲ 326,567 0.00% - Ａ

24 28 職場における受動喫煙対策事業

令和元年度においては、令和２年４月に改正健康増進法が完全施行され、受動喫煙対策が義務化
されることを踏まえ、喫煙専用室の設置等に取り組む事業者を支援するため、全労働局に受動喫煙
防止対策指導員を配置するとともに、助成金を全体的に充実させている。また、規制の内容や助成
金等の支援制度について都道府県労働局を通じたリーフレットの配付や相談支援事業による説明
会などを通じて、事業者に対して周知啓発を行っていく。

3,077,012 3,117,719 40,707 101.32% 12.8% Ｂ

25 統合

29 （新規化学物質の有害性調査）
　新規化学物質の審査及び有害性調査機関の査察等を実施し、新規化学物質による労働者の健康
障害の防止を図る。 76,084 76,084 0 100.00% - Ａ

30
（職場における化学物質管理の総
合対策・化学物質管理の支援体制
の整備）

　職場で利用されている化学物質について、発がん性に重点を置いたリスク評価を実施するととも
に、事業場における自律的な化学物質管理の推進のため、化学物質管理に関する相談窓口の設置
や訪問指導の実施、GHS分類やモデル表示・モデルSDSの作成等により、職場での化学物質管理
の支援体制の整備を図る。

508,736 498,412 ▲ 10,324 97.97% 84.9% Ａ

57
（安全衛生施設整備費）
バイオアッセイ研究センター分の
み。

　化学物質による職業がん対策を進めるためには、化学物質について動物の長期吸入有害性調査
を行うことが必要であり、これを我が国で唯一行っている日本バイオアッセイ研究センターの施設整
備を行う。

160,709 627,659 466,950 390.56% - Ａ

じん肺等対策事業

職場における化学物質管理促進のための総合対策
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26 統合

32 （労働衛生指導医設置経費）
　頻発する労働者の職業病を未然に防止し、医学的専門知識をもとにする職業病の原因把握、健康
管理等に関する専門的事項について要請に応じ、また必要に応じ事業場に対し指導を行わせるた
め労働衛生指導医を設置する。

2,869 2,877 8 100.28% - Ａ

33 （産業保健活動総合支援事業）
　労働者の健康確保のため、治療と職業生活の両立支援、ストレスチェック、健康診断やその事後
措置等の労働衛生管理について、医師や産業保健スタッフ等への研修の実施、小規模事業場の事
業者及び労働者に対する相談等の実施など、事業場の産業保健活動を支援する。

4,483,510 4,868,602 385,092 108.59% 100.3% Ａ

27 34
長時間労働の是正に向けた法規制
の執行強化等の取組

　時間外労働及び休日労働に関する協定について、労働基準監督署における時間外及び休日労働
協定届の受理に際し、同協定が限度時間に沿ったものになるよう時間外及び休日労働協定点検指
導員による窓口指導を行う。
　時間外及び休日労働に関する協定（36協定）未届事業場に対し、自主点検、集団や訪問での36協
定制度を始めとした労働条件に係る相談指導を実施する事業を行う。
　事業主、労務担当者を対象にした過重労働帽子に掛かるセミナーの実施や、労働時間管理適正
化についての個別訪問等を行うとともに、過重労働解消用パンフレットを作成し、周知、配布する。
　インターネット上の求人情報、書き込み等の監視により、長時間労働、過重労働、賃金不払残業等
の情報を収集し、労働局等において対応すべき問題事業場の情報収集事業を行う。

2,097,742 2,574,739 476,997 122.74% 43.8% Ａ

28 35
若者の「使い捨て」が疑われる企業
等への対応強化

若者の「使い捨て」が疑われる企業やいわゆる「ブラックバイト」への対応策として、以下の事業を実
施。
①「労働条件相談ほっとライン」の設置・運営事業
　夜間・休日に労働基準法などに関して無料で電話相談を受け付ける、常設の「労働条件相談ほっ
とライン」を設置する。
②労働条件ポータルサイト「確かめよう　労働条件」の設置・運営による労働基準法等の情報発信事
業
　労働基準法などの基礎知識・相談窓口をまとめた労働条件相談ポータルサイトを厚生労働省ホー
ムページに設置し、労働者等に対する情報発信を行う。
③大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナー事業
　大学・高校等でのセミナーを全国で開催することにより、法令等の情報発信を行う。
④労働法教育に関する調査研究事業
　これまでに本事業で作成した指導者用資料の活用にかかるセミナーを全国で開催する。

409,585 660,380 250,795 161.23% 87.0% Ａ

29 37 メンタルヘルス対策等事業
メンタルヘルス対策を推進するため、メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」による情報提供等
を実施する。 134,476 144,802 10,326 107.68% 55.2% Ａ

30 38
治療と職業生活の両立等の支援手
法の開発

　「事業場における治療と仕事の両立支援のガイドライン」（平成31年３月改定）に基づく、ポータル
サイト「治療と仕事の両立支援ナビ」等による治療と職業生活の両立支援の取組の普及を図る。 94,718 128,673 33,955 135.85% 100.5% Ａ

31 39 新規起業事業場対策

　新規起業事業場等に対する適正な職場環境形成のための支援等として、新規起業事業場に対
し、基本的な労務管理や安全衛生管理についてのセミナーや専門家による指導・助言等を行う新規
起業事業場環境整備事業を実施する。また、新規起業事業場に対して労働関係法令を広く周知す
るポータルサイト「スタートアップ労働条件」を設置するとともに、WEB上で、事業場が労務管理や安
全衛生管理上のポイントについての診断を受けられるサービス等を実施する。

112,017 131,587 19,570 117.47% 119.1% Ａ

産業保健活動総合支援事業
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32 統合

40 働きやすい職場環境形成事業
　労使が具体的な取組を行うにあたってのノウハウを提供する等、職場のハラスメントの予防・解決
に向けた周知・広報及び労使への支援策の充実を図る。 120,366 329,842 209,476 274.03% 88.0% Ａ

58
（雇用均等指導員（均等担当）の設
置）

　セクシュアルハラスメント等に関する事項は、雇用環境・均等部（室）の相談や是正指導の中で最
も多くを占めており、特に通院もしくはそれに相当する精神状態と思われる労働者からのセクシュア
ルハラスメントや妊娠・出産等に関するハラスメントに係る相談に対応するため、雇用均等指導員
（均等担当）を配置し、精神障害の発症及び再発を防止する。

49,511 73,733 24,222 148.92% - Ａ

60
（短時間労働者健康管理啓発指導
経費）

　パートタイム・有期雇用労働者に対する健康診断等についてパートタイム・有期雇用労働者を雇用
する事業主に対して啓発指導を行うことにより、パートタイム・有期雇用労働者の健康管理を推進す
る。

6,459 4,581 ▲ 1,878 70.92% - Ａ

33 41
建設業等における労働災害防止対
策費

　建設業においては、墜落・転落災害が死亡災害の約4割を占める状況が続いており、手すり先行
工法等の「より安全な措置」の普及率が依然約31％に留まっていることから、引き続き安全な足場の
一層の普及を図る。
　東日本大震災及び熊本地震に係る復旧・復興工事については、短期間のうちに大量に行われ、多
数の中小事業者が参入していることから、労働災害の発生が危惧されるため、中小事業者を重点
対象として、岩手県、宮城県、福島県、熊本県に安全衛生対策の拠点を設置し、安全専門家による
巡回指導等の復旧・復興工事における安全衛生確保を支援するための事業を実施する。
　2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、首都圏で増加する建設工事における労
働災害を防止するため、安全専門家による巡回指導、新規入職者や管理者等に対する安全衛生教
育を実施する。
  建設現場において労働者と同様な作業に従事する一人親方等の安全衛生確保のため、一人親方
等の業務の特性や作業の実態を踏まえた安全衛生に関する研修会や建設現場における技術指導
を通し、一人親方等に対して安全衛生に関する知識習得等を支援する。
　建設現場において、近年急速に増加している外国人労働者を対象とした安全衛生教育用教材を
作成し、外国人労働者が理解できる方法による安全衛生教育支援を実施する。

421,801 530,467 108,666 125.76% 86.9% Ａ

34 統合

42
（荷役作業における労働災害防止
対策事業）

荷役作業時における労働災害防止のため、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイ
ドライン」の周知・普及を図ることにより、荷主に対し安全な作業環境を提供する設備の設置を促進
する。

31,117 5,532 ▲ 25,585 17.78% 98.9% Ａ

56
第三次産業労働災害防止対策支
援事業

　第13次労働災害防止計画に基づき、腰痛による労働災害が多発している介護施設及び医療保健
施設を対象に腰痛予防教育・対策の講習会を実施するとともに、新たに、陸上貨物運送事業を対象
として講習会を実施する。
　また、小売業等の第三次産業における労働災害を防止するため、経営トップ（多店舗展開企業等）
を対象としたトップセミナー、事業場の安全管理を担当する安全推進者を対象とする研修のモデル
テキスト等の作成、リスクアセスメントの導入促進マニュアルの作成を行う。
　さらに、昨今増加している外国人労働者向けの安全衛生教育用視聴覚教材を作成し、多言語に翻
訳する。

108,783 636,904 528,121 585.48% 68.7% Ａ

35 43
林業従事労働者等における安全衛
生対策の推進事業

　林業における振動障害防止対策の充実を図るため、チェーンソー取扱作業指導員を設置し、林業
の作業現場等を巡回し、直接、作業仕組改善事例、振動障害防止に係るガイドブック等を用い
チェーンソー取扱作業指針の周知徹底、振動障害の防止に係る知識の普及、林業振動障害防止対
策会議の構成員としての職務等を行うとともに、林業における労働災害の多くを占める伐木等作業
について、安全対策に係る作業方法を整理し、マニュアルを作成し、同マニュアルを用いて事業場の
安全担当者を対象とする講習会を実施する。

5,751 26,249 20,498 456.42% - Ｂ（Ｐ）

第三次産業等労働災害防止対策支援事業

職場におけるハラスメントへの総合的な対応等労働者健康管理啓発等経費
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36 44 機械等の災害防止対策費

　本省、労働局及び労働基準監督署による機械設置届等に係る審査及び実地調査、担当職員の養
成等を行う。
　経年劣化した設備による労働災害防止対策を確立するための必要な検討を行う。
  自走自律制御機械の安全性を確保するため、関係事業者等に対する実態調査を行い、その結果
を踏まえ、実証試験のプロトコルの策定に当たって留意すべき事項等をとりまとめる。
　最新の基準への適用が猶予されている既存の不適合機械等の更新を支援するため、必要となる
経費の一部を補助する（間接補助金）。

101,159 505,930 404,771 500.13% 89.3% Ａ

37 46
特定分野の労働者の労働災害防
止活動促進費

　外国人労働者労働条件相談員、派遣労働者専門指導員を配置し、特定分野の労働者及び当該
労働者を使用する事業場からの相談への対応や指導を行う。
　特定分野の労働者の労働災害防止のためのパンフレット作成し、ホームページへの掲載等を行
う。
　介護事業場における就労環境に即した労務管理の確立、労働災害防止対策の推進を図るため、
セミナー及び個別指導を行う。

226,547 466,149 239,602 205.76% 99.8% Ａ

38 47
自主点検方式による特別監督指導
の機能強化

　労働安全衛生管理等に係る自主点検表の作成・印刷の上、事業主に配布し、これを回収すること
により、事業主に自主的な改善を図らせる。 5,185 5,185 0 100.00% - Ａ

39 48
自動車運転者の労働時間等の改
善のための環境整備等

①平成30年度に策定したガイドラインを荷主・トラック運送事業者に対して周知するためのセミナー
を全国で実施するとともに、②平成30年度に作成した周知用コンテンツやガイドライン等をまとめた
ポータルサイトを開設し、改善ハンドブックをｗｅｂ上の自己診断ツールとして再整備するなど、一層
の周知を図ることとする。

96,701 71,172 ▲ 25,529 73.60% 109.9% Ａ

40 49 家内労働安全衛生管理費
　家内労働者の災害防止及び職業性疾病の予防を図るため、家内労働者の安全衛生管理体制の
確立を図る。 30,310 29,991 ▲ 319 98.95% 99.5% Ａ

41 統合

50 （女性労働者健康管理等対策費）
  女性労働者の職場進出が進み、妊娠中または出産後も働き続ける女性が増加していることから、
女性労働者の特性に見合った健康管理対策、特に母性健康管理を推進する。 44,155 44,603 448 101.01% 86.5% Ａ

59 （女性就業支援全国展開事業）
　全国の女性関連施設等における女性就業支援事業が効果的、効率的に実施され、女性の就業促
進と健康保持増進のための支援施策の全国的な充実が図られるよう、相談対応や講師派遣等、女
性関連施設等を支援する事業を実施する。

46,888 48,110 1,222 102.61% 86.8% Ａ

62 （雇用均等行政情報化推進経費）
　企業における男女労働者の取扱い、育児・介護休業の状況等に係る事業場の基本情報について
データベース管理を行うことにより、雇用均等行政の効率化及び相談・指導業務の高度化を図る。 53,447 27,388 ▲ 26,059 51.24% - Ａ

女性就業支援・母性健康管理等対策費
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42 51 外国人技能実習機構交付金
技能実習法に基づき外国人技能実習機構が監理団体・実習実施者に対して実地検査（安全衛生

に関するもの）等を実施するための経費 766,040 1,307,210 541,170 170.65% 100.0% Ｂ

43 52
労働基準行政関係相談業務に係る
コールセンターの設置・運営事業

コールセンターを設置し、電話相談件数や適用事業場数が多いなど業務繁忙になっている労働基
準監督署に入電した電話について、コールセンターで一元的に対応する。 797,919 729,398 ▲ 68,521 91.41% 45.9% Ａ

44 53
労働安全衛生融資資金利子補給
費等経費

　資金的な問題で労働災害の防止措置を十分に果たせない中小企業に職場改善機器等の導入資
金として、長期かつ低利で融資を行っていた事業（平成13年度以降、新規の融資は廃止）であり、現
在は、残存する債権の管理・回収業務、借入の償還業務を行う。

77,149 24,264 ▲ 52,885 31.45% 100.0% Ａ

45 54 労働災害防止対策費補助金経費
　労働環境の急激な変化により多発し、重大化傾向もある労働災害を防止するためには、事業主に
よる自主的な労働災害防止活動が不可欠である。法律に基づき設立された各種労働災害防止協会
が実施する事業主等の労働災害防止活動の促進等の事業について補助を行う。

1,747,881 1,926,755 178,874 110.23% 100.0% Ａ

46 55 産業医学振興経費

　　過重労働による過労死・過労自殺が深刻化しており、法令に基づき事業場において労働者の健
康確保を担う「企業のホームドクター」である産業医の活動が強く求められている。そのため、メンタ
ルヘルス等高度な専門性を持った産業医の育成が急務であり、産業医の養成、産業医学の水準向
上に専門に取り組んでいる産業医科大学への助成や、産業医の資質向上研修に対して助成する。

5,599,114 5,674,349 75,235 101.34% 98.7% Ｂ

47 61 就労条件総合調査費
　主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、我が国の民間企
業における就労条件の現状を明らかにする。 18,860 19,228 368 101.95% - Ａ

48 63 未払賃金立替払事務実施費
　企業倒産により退職を余儀なくされた労働者に未払賃金の一部を政府が立替払する未払賃金立
替払事業に必要な原資の補助及び行政経費である。 7,125,887 7,019,023 ▲ 106,864 98.50% 97.9% 次回

49 64-1
過重労働の解消及び仕事と生活の調
和の実現に向けた働き方・休み方の見
直し

「働き方改革」に取り組む中小企業事業主等への支援事業を実施するとともに、労働時間等設定改
善法に基づき、企業等に対する支援事業を実施し、労使の自主的取組を促進することにより、長時
間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取組を推進する。

5,307,141 11,346,948 6,039,807 213.81% 41.9% Ｂ

50 64-2 テレワーク普及促進等対策
　2020年には、テレワーク導入企業を平成24年度比で３倍、テレワーク制度等に基づく雇用型テレ
ワーカーの割合を平成28年度比で倍増等の政府目標に向け、適正な労務管理下でのテレワークの
普及・促進に取り組む。

519,155 359,871 ▲ 159,284 69.32% 53.1% Ａ

51 64-3
医療従事者の確保・定着に向けた勤務
環境改善のための取組

　厳しい勤務環境に置かれている医療従事者全体の勤務環境の改善に向けた取組を推進する。 585,777 603,869 18,092 103.09% 84.8% Ａ

52 65 中小企業退職金共済事業経費
　中小企業における退職金制度確立に向けて中小企業退職金共済制度への新規加入を促進する
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、事業主に対する掛金負担軽減措置に要する
費用の補助を行うとともに、中小企業退職金共済事業に必要な経費の補助を行う。

2,180,947 2,298,337 117,390 105.38% 95.0% Ａ

- 66
勤労者財産形成促進事業に必要な
経費

　勤労者の貯蓄、持家取得といった資産形成のための自助努力に対し、国及び事業主が支援する
制度であり、事業主及び勤労者に対する制度の周知等を実施する。 310 0 ▲ 310 0.00% - Ａ
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53 統合 160,815 243,693 82,878 151.54% -

67
独立行政法人労働政策研究・研修
機構運営費

　独立行政法人労働政策研究・研修機構において、労働に関する事務に従事する者に対する研修
を行うために必要な経費である。 106,820 106,660 ▲ 160 99.85% 100.0% 次回

68
（独立行政法人労働政策研究・研
修機構施設整備費）

　独立行政法人労働政策研究・研修機構が施行する施設整備のための経費である。 53,995 137,033 83,038 253.79% 99.9% 次回

54 69 個別労働紛争対策費

　個別労働関係紛争の解決・促進を図るため、以下の事業を実施する。
　①総合労働相談窓口の運営
　②個別労働関係紛争の自主的解決の援助
　③都道府県労働局長による紛争解決の援助
　④いじめ・嫌がらせ等困難事案に係る相談体制の充実

1,087,918 1,476,475 388,557 135.72% 95.0% Ａ

55 70
雇用労働相談センター設置・運営
経費

　 国家戦略特別区域に雇用労働相談センターを設置し、新規開業直後の企業、グローバル企業等
に対する相談等の援助を的確に実施することにより、労使間の紛争が生じることなく事業展開するこ
とを容易にするとともに、過重労働による健康障害防止や長時間労働の抑制、労働災害発生防止、
雇用の安定等を図る。

390,511 398,277 7,766 101.99% 78.8% Ａ

独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費・施設整備費
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